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１ 五島の概要

(１) 位置及び面積

五島列島は九州の最西端に位置し、長崎から西へ五島灘を隔てて約100kmの海上を、

西南から北東へ約150km（含む男女群島) にわたって斜走している。

面積は634.11k㎡（うち有人島614.6k㎡）で、本県の主な離島の34.9％を占め、県土

全体の15.4％に相当する。

島数は129（うち有人島18）、主な島は、福江島、久賀島、奈留島、若松島、中通

島の５島で、これらの島の面積は五島列島全体の92.5％を占めている。

(２) 地形

地形は、極めて複雑で多くの溺れ谷を有し、見事な海蝕崖が連なっている。

昭和30年にほぼ全域が西海国立公園に指定され、昭和47年には若松瀬戸（新上五島

町）、竹の子島周辺（五島市）が海域公園に指定されている。

(３) 行政区域

行政区域は、五島市 (福江市、富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町の合

併により誕生) 及び新上五島町 (若松町、上五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町の

合併により誕生) の１市１町からなり、通常は旧奈留町以南を下五島、旧奈良尾町以

北又は若松町以東を上五島と称している。
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２ 人口

(１) 推移

人口は、昭和３０年の１４万９,５８３人をピ－クに、その後、主に若年労働者の島外

流出が続いたため、平成２７年の国勢調査では５万７,０４５人と、ピ－ク時の４割以下

となっている。

平成２２年国調と平成２７年国調の比較では、人口は９．０％減となっており、県全

体の減少幅を上回っている。人口減少の主な理由は、高校卒業生の９割以上が就職・

進学で転出していることによる社会減、及び出生率の低下等による自然減が主な

原因と考えられる。

移住は、UIターン者へのワンストップ窓口を設置し、都市部への情報発信や
空き家バンクの充実、良質な雇用の場の確保等サポート体制を強化したことで、

近年大幅に増加している。また、年代別では３０代までの子育て世代の移住が

７割以上を占めている。UIターン促進等の人口減少対策により、社会減の抑制
を図っている。

●　年齢階層別人口及び高齢者比率

区分 項目 Ｓ３０ Ｓ４０ Ｓ５０ Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

 総人口 149,583 130,766 104,277 93,741 81,140 76,092 69,804 62,696 57,045

 ６５歳以上 8,680 10,172 11,338 13,332 17,604 19,697 21,071 20,927 21,127

 １５～６４歳 80,619 69,161 61,529 58,177 48,004 43,873 38,814 34,191 29,567

 ０～１４歳 60,284 51,412 31,410 22,232 15,528 12,518 9,899 7,550 6,199

 高齢者比率 5.8 7.8 10.9 14.2 21.7 25.9 30.2 33.4 37.1

うち  総人口 91,973 78,642 63,410 57,736 51,295 48,533 44,765 40,622 37,327

五島市  高齢者比率 6.2 8.6 12.0 15.3 22.3 26.4 30.5 33.4 36.8

うち  総人口 57,610 52,124 40,867 36,005 29,845 27,559 25,039 22,074 19,718

新上五島町  高齢者比率 5.2 6.6 9.1 12.5 20.7 25.0 29.7 33.4 37.7

 総人口 1,747,596 1,641,245 1,571,912 1,593,968 1,544,934 1,516,523 1,478,632 1,426,779 1,377,187

 高齢者比率 5.2 7.0 9.5 12.1 17.7 20.8 23.6 26.0 29.6

 総人口 90,076,594 99,209,137 111,939,643 121,048,923 125,570,246 126,925,843 127,767,994 128,057,352 127,094,745

 高齢者比率 5.3 6.3 7.9 10.3 14.8 17.3 20.1 23.0 26.6

（単位／人、％）

全　国

長崎県

五　島

●　産業大分類別就業者数及び構成比

農業 林業 漁業 鉱業 製造業 建設業
卸・小売業

飲食店
サービス業 その他 分類不能 計

就業者数 1,560 39 1,757 54 1,130 2,261 3,629 2,247 11,438 267 24,382

構成比 6.4% 0.2% 7.2% 0.2% 4.6% 9.3% 14.9% 9.2% 46.9% 1.1%

267

(1.1%)

対県割合 4.3% 6.5% 15.7% 19.2% 1.6% 4.2% 3.8% 3.0% 4.1% 1.3% 3.8%

就業者数 1,479 20 992 28 695 1,391 2,420 1,526 7,445 240 16,236

構成比 9.1% 0.1% 6.1% 0.2% 4.3% 8.6% 14.9% 9.4% 45.9% 1.5%

就業者数 81 19 765 26 435 870 1,209 721 3,993 27 8,146

構成比 1.0% 0.2% 9.4% 0.3% 5.3% 10.7% 14.8% 8.9% 49.0% 0.3%

就業者数 36,049 596 11,167 281 72,159 53,234 96,475 74,057 279,956 20,180 644,154

構成比 5.6% 0.1% 1.7% 0.0% 11.2% 8.3% 15.0% 11.5% 43.5% 3.1%

20,180

(3.1%)

※　その他＝電気・ガス・熱供給・水道業＋情報通信業＋運輸業＋金融・保険業＋不動産業

うち五島市

うち新上五島町

県

小計

（構成比）
47,812

五 島 小計

（構成比）
3,356

450,488 (69.9%)

17,314 (71.0%)

第一次産業 第二次産業 第三次産業

(13.8%) 3,445

＜資料／Ｈ２７国勢調査＞

（単位／人、％）

区分

(7.4%) 125,674 (19.5%)

(14.1%)
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● Ｕ・Ｉターン別移住者数                             （単位／人）

区分 項目 H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２
五島 移住者数 74 81 164 246 267 248

うち Uターン 10 24 61 106 85 108
うち Iターン 64 57 103 140 182 140

五島市 移住者数 48 55 105 161 175 146
うち Uターン 8 17 31 68 41 41
うち Iターン 40 38 74 93 134 105

新上五島町 移住者数 26 26 59 85 92 102
うち Uターン 2 7 30 38 44 67
うち Iターン 24 19 29 47 48 35

長崎県 移住者数 213 454 782 1,121 1,479 1,452
うち Uターン 57 194 391 574 745 785
うち Iターン 156 260 391 547 734 667

＜資料／県地域づくり推進課調べ＞
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(２) 有人島しょ一覧

島名 市町名 面積 世帯数 人口

福江島
フクエジマ

五島市 326.36 15,794 34,419

久賀
ヒサカ

島
ジマ

〃 37.24 184 302

椛島
カ バシマ

〃 8.69 89 129

黄島
オウシマ

〃 1.39 30 41

赤島
アカ シマ

〃 0.51 11 14

蕨
ワラ ビ

小島
     コジマ

〃 0.03

黒島
クロシマ

〃 1.12 1 2

島山
シマヤマ

島
 ジマ

〃 5.5 10 17

嵯峨
サ ガ ノ

ノ島
シマ

〃 3.16 68 134

奈留
 ナ   ル

島
シマ

〃 23.68 1,226 2,246

前
マエ

島
シマ

〃 0.47 12 23

408.15 17,425 37,327

中通島
ナカ ドオリジマ

新上五島町 168.39 8,215 18,121

若松
ワカ マツ

島
ジマ

〃 31.14 677 1,402

有福
アリフク

島
ジマ

〃 2.97 60 112

日
ヒノ

島
シマ

〃 1.37 25 38

漁
リョ ウ

生
   ゼガ

浦
    ウラ

島
     シマ

〃 0.65 11 30

桐
キリノ

ノ小島
コジマ

〃 0.04

頭
カ シラ ガ

ヶ島
シマ

〃 1.86 8 15

206.42 8,996 19,718

614.57 26,421 57,045総計　　　　　１８

（単位／k㎡、世帯、人）

＜資料／面積：第67版長崎県統計年鑑（R元現在)、但し1㎡未満の島については市町調べ、世帯数・人口：(平成2７年国勢調査)＞

久賀島に含む

中通島に含む

五島市計

新上五島町計
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３ 産業

(１) 概要

上五島の中通島及び若松島は主漁副農地域で、大型まき網の基地として重要な位

置を占め、佐世保市経済圏の影響が強い。

下五島は、奈留島が主漁副農地域、福江島及び久賀島が主農副漁地域で耕地面積

が多く、農産物及び畜産の基地として重要な位置を占め、長崎市経済圏の影響が強

い。

就業者構成では、第１次産業１３．９％、第２次産業１４．３％、第３次産業７１．８％（平

成２７年国勢調査）で、第１次産業従事者が大幅に減少しており、産業構造は従来の

農・水産業主導型から第３次産業へと移行している。

平成30年度の産業総生産額は約1,676億円で、第１次産業約150億円（農業約42億

円、約林業4億円、水産業約104億円)、第２次産業約243億円、第３次産業約1,283億

円となっている。

 第１次産業

農業 林業 水産業

 （構成比 ％） (15.6) (9.2) (0.1) (6.2) (13.2) (71.2)（国調人口）

 就業者数（人） 2,491 1,479 20 992 2,114 11,391 15,996 37,327

 総生産額（百万円） 8,033 4,117 177 3,739 17,830 84,192 110,056 294.8

 （構成比 ％） (10.7) (1.0) (0.2) (9.4) (16.4) (73.0)（国調人口）

 就業者数（人） 865 81 19 765 1,331 5,923 8,119 19,718

 総生産額（百万円） 7,002 107 191 6,704 6,438 44,114 57,554 291.9

 （構成比 ％） (13.9) (6.5) (0.2) (7.3) (14.3) (71.8)（国調人口）

 就業者数（人） 3,356 1,560 39 1,757 3,445 17,314 24,115 57,045

 総生産額（百万円） 15,035 4,224 368 10,443 24,268 128,306 167,610 293.8

就業者数構成比及び人口は平成27年国勢調査、総生産額は平成30年度長崎県の市町民経済計算。

※分類不能は除く

※端数処理を行っているため、列の合計が一致しない場合がある。

計
人口１人にあたり

　　　　総生産額

　　　　　（万円）

　　　　　　　    　区分

  地域別

 五島市

 新上五島町 

 五島計

第２次産業 第３次産業
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(２) 農業

五島の農業は畜産・畑作中心の経営が多く、肉用牛、野菜、養豚、葉たばこ、米が

主要農産物である。

畑作では、温暖な気候を活かした、茶、ブロッコリー、たかな、アスパラガス、ス

ナップえんどう、中玉トマト、夏かぼちゃ等の産地化を進め、たかな、ブロッコリー、

スナップえんどうでは、離島であるための輸送のハンディを克服するため、契約栽培

を行っている。また、中心的経営体に農地を集積するために農地の基盤整備が積極的

に進められている。

畜産では、補助奨励事業の活用と子牛価格の高値を背景に繁殖牛での飼養規模

の拡大が進んでいる。

（注）数値の基礎は下記資料による。

①水稲、麦作付面積は市町調べ（R2 年度（4 月～3 月）実績）

②ブロッコリーについては、ごとう農協調べと農業振興普及課調べ（R2年度実績）

③たかな、きゅうり、トマト、スナップえんどう、アスパラガス、茶については、ごとう農協調べ（R2年度

実績）

④葉たばこについては、西九州たばこ耕作組合福江支所調べ（R2年度実績）

⑤肉用牛及び豚の頭数は、県農林部畜産課調べ（R2．４．１現在）

(３) 林業

五島の森林面積は４４，６９８ｈａ(国有林４，００５ｈａ、民有林４０，６９３ｈａ)で、総土地面

積の７０％を占めている。民有林の人工林面積は１８，０５４ｈａ(人工林率４４％)で、その

うち３６～６０年生の森林が８９％と大部分を占め、搬出間伐が可能である森林が増加し

ている。しかし、森林所有者の所有山林面積規模は小さく、所有位置も分散している。

そこで、効率的な森林整備を行うために地域ごとの森林を集約化し、林業専用

道及び作業道等の路網整備を行うとともに、高性能林業機械を用い搬出材積を大

きくすることで低コスト林業を推進する必要がある。

さらに、山地災害危険地区や地すべり危険地区を整備し県土保全を進めるととも

に、地域住民の安全を確保していく必要がある。

水稲 麦類 ブロッコリー たかな きゅうり トマト
スナップ

えんどう
アスパラガス 葉たばこ 茶 肉用牛 豚

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 頭 頭

五島市 472 649 182 68 8 2 8 3 99 69 7,814 20,511

新上五島町 4 - - - - - - - - - 175 7

合　　計 476 649 182 68 8 2 8 3 99 69 7,989 20,518

区　　分
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(４) 水産業

五島の水産業は平成３０年度長崎県の市町民経済計算において総生産額で五島全体

の６．２％、第１次産業の６９．５％、県全体の水産業の２１．６％を占めている基幹産業

である。

大中型まき網漁業をはじめ、中型まき網漁業、刺網漁業、たこつぼ漁業、一本釣り

漁業、延縄漁業等の漁船漁業をはじめ、定置漁業、魚類や貝、藻類等の養殖漁業が営

まれている。

平成３０年の年間総生産量は７３，０６２トンで、ピークとなった昭和６３年の２７４，７３２

トンの２６．６％と大きく減少している。

魚価の低迷や燃油高騰等によるコスト増大により漁業生産は伸び悩み、経営体数

も減少傾向にある。業種別の漁獲量でも、一本釣り、延縄、定置漁業については、昭

和５０年代以降減少傾向にあるほか、生産の主体となっているまき網漁業にも同様の

傾向が見られる。養殖業は昭和５０年代に大幅に増加したが、近年は減少している。

このため、漁場整備、栽培漁業、資源管理型漁業を推進しつつ、未利用・低利用資

源の活用のための新たな漁法を積極的に導入し、五島周辺海域の漁業生産力の安定

を図るとともに、ブランド化や加工品開発、地産地消を促進し、漁家所得の向上に取

り組む必要がある。

その一環として始められた五島振興局管内のくろまぐろ養殖は、下五島地区では

平成８年度、上五島地区では平成２０年度から開始され、令和２年１２月現在で１３業者

が３４漁場（うち１２漁場が人工種苗専用）で養殖を行っている。

平成３０年度の生産量は約２，６１８トンで、これは長崎県の４０．３％、全国の１４．８％

を占めており、国内最大級の養殖産地となっている。

●　生産量 （トン）

21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年

指 定 漁 業 71,537 63,278 60,459 54,505 53,026 38,662 61,707 53,748

一 般 漁 業 15,197 13,655 15,760 15,204 13,407 11,685 11,997 11,154

海面養殖業 5,702 4,500 4,552 4,462 4,520 4,854 5,508 4,864 5,802 6,257

合 計 92,436 81,433 80,771 74,171 70,953 55,201 79,212 69,766 82,160 73,062

<資料／漁業・養殖業生産統計>
注)指定漁業　：　大中型まき網漁業（大臣許可）
　 一般漁業　：　指定漁業以外の海面漁業
　 養殖漁業　：　魚類、貝類、藻類等の海面養殖業

66,80576,358



- 9 -

● 養殖くろまぐろ生産量の推移                                    （単位：トン）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

全国 9,639 10,396 14,713 14,825 13,413 15,858 17,641

長崎県 2,655 3,070 4,616 4,128 4,414 6,558 6,502

五島海区 698 874 1,483 1,345 1,733 2,270 2,618

五島市 549 645 1,084 1,135 1,442 1,765 1,932

新上五島町 149 229 399 210 291 505 686

                              ＜資料／漁業・養殖業生産統計＞

●　水産業種類別生産量

大　中
まき網

中　小
まき網

定置網
釣り・
延　縄

その他 小計 養殖 総生産量

 生産量㌧ 141,765 56,448 18,979 2,861 3,214 223,267 13,469 236,736

 構成比 59.9% 23.8% 8.0% 1.2% 1.4% 94.3% 5.7% 100.0%

 生産量㌧ 77,414 12,812 8,668 3,576 3,397 105,867 8,870 114,737

 構成比 67.5% 11.2% 7.6% 3.1% 3.0% 92.3% 7.7% 100.0%

 生産量㌧ 72,908 12,519 7,885 2,773 2,276 98,361 5,661 104,022

 構成比 70.1% 12.0% 7.6% 2.7% 2.2% 94.6% 5.4% 100.0%

 生産量㌧ 63,278 4,550 5,490 1,854 1,761 76,933 4,500 81,433

 構成比 77.7% 5.6% 6.7% 2.3% 2.2% 94.5% 5.5% 100.0%

 生産量㌧ 38,662 3,436 4,942 1,731 1,576 50,347 4,854 55,201

 構成比 70.0% 6.2% 9.0% 3.1% 2.9% 91.2% 8.8% 100.0%

 生産量㌧ 61,707 3,325 5,556 1,544 1,572 73,704 5,508 79,212

 構成比 77.9% 4.2% 7.0% 1.9% 2.0% 93.0% 7.0% 100.0%

 生産量㌧ 53,748 3,750 4,359 1,266 1,779 64,902 4,864 69,766

 構成比 77.0% 5.4% 6.2% 1.8% 2.5% 93.0% 7.0% 100.0%

 生産量㌧ 4,977 1,391 1,747 76,358 5,802 82,160

 構成比 6.1% 1.7% 2.1% 92.9% 7.1% 100.0%

 生産量㌧ 4,524 1,134 1,624 66,805 6,257 73,062

 構成比 6.2% 1.6% 2.2% 91.4% 8.6% 100.0%

Ｈ２

Ｈ１２

Ｈ１７

Ｈ２２

Ｈ２９

Ｈ２６

59,523

81.5%
Ｈ３０

Ｈ２７

Ｈ２８

68,243

83.0%

※端数処理を行っているため、列の合計が一致しない場合がある。 ＜資料／漁業・養殖業生産統計＞
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  生産量（トン）

図 五島の養殖くろまぐろ生産量の推移

(５) 工業

工業は小規模な事業所が多く、令和元年６月１日現在の従業員４人以上の事業所数は

７１で県全体の４．３％、製造品出荷額等は約７８億円で、県全体に占める割合は、わず

か０．４％となっている。

主な製造品は、水産加工物などの食料品や製材、生コン、砕石等の建設資材、特産

のサンゴ工芸品などである。また、地場産品として、あご製品、五島手延うどん、か

んころ餅、椿油などがあるが、経営の安定化と販路の拡大が課題となっている。

6,502 

2,618 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

長崎県

五島海区
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(６) 観光

五島は、西海国立公園に代表される美しい自然景観と遣唐使、倭寇、潜伏キリシタ

ン、教会など幾多の歴史・文化遺産に恵まれており、観光産業は基幹産業の一つとな

っている。

五島の観光客延べ数は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が平成30

年７月に世界文化遺産に登録されたことから、メディアへの露出も増え増加傾向に

あったが、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により全国

的に観光需要が大きく減少したこともあり、観光客延べ数は、37万6千人で、観光
客の島内消費額は約87億円となっている。

そうした中、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録

効果を持続的なものとしつつ、五島列島の魅力を活かした特別な体験を提供する

ため県及び関係市町、関係団体と連携して受入態勢を進めている。

航路については、平成２３年４月に長崎-福江間において、新船「フェリー万葉」

が、平成２４年１２月には、新船「フェリー椿」が就航した。平成２８年１０月には長崎

-有川航路に新船「高速船シープリンセス」が、平成３０年７月には、長崎-有川航路

に新船「シーエンジェル」が、加えて令和元年５月には、佐世保-上五島航路に新

船「フェリーいのり」が新たに就航した。

また、国境に近い離島の人口減少に歯止めをかけるため、平成２９年４月に施行さ

●　工業の状況(工業統計調査)

五島 県
県に占める

割　　　合
五島 県

県に占める

割　　　合
五島 県

県に占める

割　　　合

Ｈ２１ 89 2,091 4.3% 959 58,077 1.8% 8,557 1,675,555 0.5%

Ｈ２２ 89 2,006 4.4% 953 58,349 1.6% 8,159 1,740,081 0.5%

Ｈ２４ 90 2,044 4.4% 908 60,337 1.5% 9,097 1,653,981 0.6%

Ｈ２４ 86 1,935 4.4% 979 58,017 1.7% 8,981 1,775,007 0.5%

Ｈ２５ 78 1,849 4.2% 906 56,459 1.6% 8,913 1,627,820 0.5%

Ｈ２６ 74 1,794 4.1% 861 55,126 1.6% 8,508 1,562,494 0.5%

Ｈ２８ 88 1,969 4.5% 916 57,588 1.6% 8,421 1,628,207 0.5%

Ｈ２９ 70 1,676 4.2% 836 58,643 1.4% 8,577 1,739,733 0.5%

Ｈ３０ 70 1,638 4.3% 821 57,358 1.4% 7,978 1,829,520 0.4%

Ｒ１ 71 1,640 4.3% 816 56,145 1.5% 7,750 1,788,961 0.4%

うち五島市 34 － 2.1% 477 － 0.8% 5,462 － 0.3%

うち新上五島町 37 － 2.3% 339 － 0.6% 2,288 － 0.1%

※　対象は従業員４人以上の事業所

製造品出荷額等　(百万円)従業者数事業所数

＜資料／Ｒ1工業統計調査結果確報＞

＜資料／Ｈ24、Ｈ28年経済センサス‐活動調査確報値＞
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れた有人国境離島法に基づき創設された特定有人国境離島地域社会維持推進交付

金等を活用しながら、コロナ禍で落ち込んだ人の交流や、観光客・観光消費額の回

復を目指しているところである。

●　観光客延べ数と観光消費額の推移 ＜長崎県観光統計＞

区 分 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H30 R1 R2

観光客延べ数（万人） 60.7 60.6 63.2 64.2 68.6 65.5 57.6 62.3 67.4 37.6

うち五島市 40.7 37.7 39.1 40.0 41.3 39.3 37.0 40.9 45.4 25.0

うち新上五島町 20.0 22.9 24.1 24.2 27.3 26.2 20.6 21.4 22.0 12.6

観光消費額（百万円） 10,191 10,630 11,098 11,344 11,746 10,882 11,695 13,192 14,725 8,684

うち五島市 6,785 6,386 6,529 6,784 7,005 6,376 7,923 9,002 10,374 6,238

うち新上五島町 3,406 4,244 4,569 4,560 4,741 4,506 3,772 4,190 4,351 2,446

※　統計手法の見直し等を行ったことから、Ｈ29年は再算定の数値を用いている。
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４ 生活環境

(１) 医療

医療施設（一般診療所を除く）及び医師数とも県の平均水準以下である。

また、医療施設の約６割、医師の約７割が五島市の福江地域に偏在しており、高齢

化への対応及び定住促進のためにも、地域医療の充実が課題となっている。

  ● 医療施設、医師数

病院 一般診療所 歯科診療所 医師 歯科医師

数
人口

10万対 数
人口

10万対 数
人口

10万対 数
人口

10万対 数
人口

10万対

五 島 5 9.4 58 109.5 26 49.1 111 209.6 29 54.8

うち五島市 4 11.4 39 111.6 15 42.9 79 226.0 17 48.6

うち新上五島町 1 5.6 19 105.5 11 61.1 32 177.7 12 66.6

県 149 11.2 1,371 103.5 729 55.0 4,300 324.5 1,192 89.9

   ※ 医療施設 ：令和元年医療施設（動態）調査

     医療従事者：平成30年12月31日現在〈平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計〉
          人口10万人対比率の算出基礎人口：令和元年10月1日現在〈長崎県異動人口調査〉

(２) 水道・下水道

水道普及率は９９．9％であるが、小規模水源が多く、また既存施設の老朽化も著し

い。今後は、施設の補修改良を行うとともに安定的な水源の確保に努めなければなら

ない。また、下水道普及率は０％、汚水処理人口普及率は３９．６％である。

豊かな海洋を守り、快適な生活環境の向上を図るため、下水道や合併処理浄化槽の

普及を推進する必要がある。

   ● 水道普及率
行政区域内
総 人 口 給水人口 水道普及率

五 島    52,338     52,268      99.9%

うち五島市      34,646    34,577       99.8%

うち新上五島町     17,692     17,691      100.0%

         ＜令和元年度長崎県水道事業概要＞

   ● 汚水処理人口普及状況                    （令和2年3月31日現在）
     区分

市町名
行政人口

処理施設別汚水処理人口内訳
汚水処理

人口普及率下水道
下水道
普及率

農業
集落

農業
普及率

漁業
集落

漁業
普及率

浄化槽
浄化槽
普及率

コミプラ
コミプラ

普及率

汚水処理

人口 計

五 島 54,947 0 0.0% 0 0.0% 49 0.1% 21,491 39.1% 233 0.4% 21,773 39.6%

うち五島市 36,352 0 0.0% 0 0.0% 49 0.1% 15,630 43.0% 0 0.0% 15,679 43.1%

うち新上五島町 18.595 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5,861 31.5% 233 1.3% 6,094 32.8%
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(３) 文化・体育施設

(４) 教育

令和３年４月現在、五島地域には小学校２４校、中学校１６校、高等学校７校（う

ち定時制１校）がある。

令和３年３月卒業者については、高校進学率は１００％であるが、大学等への進学

率は７２．４％となっている。

また、島内には大学や専修学校等が無く、雇用の場も不足しているため、高校卒業

者の約９割が島外に出ている。

●　文化、体育施設数（公立） （令和３年4月1日現在）

公民館 図書館 資料館等 文化会館 体育館 陸上競技場 野球場 プール

五 島 市 18 1 2 1 7 1 1 3

新上五島町 7 5 1 1 18 1 2 5

五 島 計 25 6 3 2 25 2 3 8

＜資料：市町調べ＞

体育施設文化施設

●　高校及び中学校卒業者の進路

総数 就職 進学 その他 総数 就職 進学 その他

267 56 203 8 269 0 269 0

(34) (34) (0) (－) (226) (0) (226) (－)

131 45 85 1 137 0 137 0

(14) (14) (0) (－) (114) (0) (114) (－)

五 島 計 398 101 288 9 406 0 406 0

(48) (48) (0) (－) (340) (0) (340) (－)

(構成比) 100.0 25.4 72.4 2.3 100.0 0.0 100.0 0.0

※　就職には就職進学者を含む

※　（　　）内は島内で内数、(－)は調査結果なし
※　端数処理を行っているため、列の合計が一致しない場合がある。

中学校卒業者（R3.3）

五島市

新上五島町

高校卒業者（R3.3）
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(５) 社会福祉

五島においては、労働人口の流出が顕著で、本土に比べて高齢化が急速に進んでお

り、高齢化対策は行政上の重要な課題となっている。

●　社会福祉施設、児童福祉施設(令和2年4月1日現在)

施 設 数 定 員 施 設 数 定 員

老 人 福 祉 セ ン タ ー 2 ― 21 ―

養 護 老 人 ホ ー ム 3 150 32 1,800

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 12 541 161 7,513

デイサービスセンター 44 ― 610 ―

軽 費 老 人 ホ ー ム 1 30 38 1,789

有 料 老 人 ホ ー ム 22 253 189 4,487

グ ル ー プ ホ ー ム 26 366 336 4,865

老 人 憩 の 家 5 ― 50 ―

生 活 支 援 ハ ウ ス 4 66 29 403

助 産 施 設 1 ― 4 18

児 童 館 4 ― 40 ―

児 童 遊 園 6 ― 48 ―

児 童 養 護 施 設 2 ― 11 487

保 育 所 22 1,165 395 27,110

児童発達支援・放課後等デイサー

ビ ス ・ 保 育 所 等 訪 問 支 援
8 80 243 2,451

生 活 介 護 事 業 所 7 150 165 4,748

就 労 移 行 支 援 事 業 所 2 22 55 420

就 労 継続 支援 （A型）
事 業 所

2 20 66 1,028

就 労 継続 支援 （B型）
事 業 所

16 275 269 5,368

4 61 36 604

5 ― 63 ―

6 ― 132 ―

生 活 館 10 ― 46 ―

無 料 低 額 診 療 施 設 2 ― 11 ―

社 会 福 祉 セ ン タ ー 7 ― 45 ―

区 分
五 島 計 県 計

老 人 福 祉 施 設

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン

そ の 他 の 施 設

児 童 福 祉 施 設

介 護 老 人 保 健 施 設

障 害 者 支 援 施 設

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー
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５ 社会生活基盤の整備

(１) 道路

(２) 港湾・漁港

                           （令和３年４月１日現在）

重要港湾 １港 福江港

地方港湾 ７港 椛島港、富江港、玉之浦港　等

56条港湾 ６港 浜脇港、折紙港、毛吹港　等

重要港湾 ―

地方港湾 ７港 有川港、青方港、若松港　等

56条港湾 ―

第４種漁港 ３港 崎山漁港、真浦漁港、荒川漁港

第３種漁港 １港 奈留漁港

第２種漁港 ２港 奥浦漁港、三井楽漁港

第１種漁港 １３港 新奈留漁港、鬼岳漁港　等

第４種漁港 ―

第３種漁港 １港 奈良尾漁港

第２種漁港 ８港 鯛ノ浦漁港、奈摩漁港　等

第１種漁港 １８港 神之浦漁港、飯ノ瀬戸漁港　他

港湾

漁港

新上五島町

五島市

五島市

新上五島町

●　道路の状況 （令和２年４月１日現在）

国道 主要地方道 一般県道 国県道計 市町道

１線 ５線 ７線 １３線 1,988線

68,172.5 67,783.2 94,605.6 230,561.3 1,057,367

97.8% 85.4% 74.0% 84.4% 46.4%

100.0% 99.9% 94.9% 97.9% 77.8%

１線 ４線 ６線 １１線 1,376線

27,590.0 53,713.2 48,200.4 129,503.6 461,545

98.8% 98.1% 90.9% 95.6% 49.7%

99.7% 99.8% 99.9% 99.9% 79.1%

97.3% 82.6% 74.1% 85.1% 51.1%

99.4% 96.2% 95.2% 97.0% 92.2%

※トンネル箇所数　五島市：２０箇所　新上五島町：１１箇所

＜資料：令和２年度道路現況表＞

県全体
改良率

舗装率

新上五島町

線数

実延長(ｍ)

改良率

舗装率

種 別

五島市

線数

実延長(ｍ)

改良率

舗装率
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(３) 河川

     ・２級河川  ２３水系３２河川

・ダム    ７箇所 （治水ダム２箇所、利水ダム４箇所、多目的ダム１箇所）

(４) 離島振興事業

昭和２８年度から令和元年度までの五島列島における離島振興事業は、８，７０７

億円(国費５，４４６億円)にのぼる。

事業費では、水産基盤整備が約３割を占め、次いで道路、港湾の順となっている。

事業費 うち国費 事業費 うち国費 事業費 うち国費

河 川 258,704 129,353 379,176 189,588 25,065,190 10,955,118

ダ ム 122,944 48,499 68,908 27,151 11,918,938 5,795,368

砂 防 782,181 391,091 650,205 325,103 20,789,724 11,115,500

治 山 325,045 153,584 657,599 327,700 13,885,273 6,986,291

海 岸 326,722 178,920 103,185 54,964 35,281,944 18,500,451

道 路 2,102,940 1,441,501 1,051,638 709,223 171,274,277 102,609,392

街 路 0 0 0 0 6,924,416 4,190,999

港 湾 153,240 112,710 323,200 239,600 122,751,862 87,554,219

空 港 178,061 178,061 89,124 72,398 17,346,823 14,669,115

区 画 整 理 0 0 0 0 1,002,165 550,320

水 産 基 盤 整 備 2,080,893 1,327,590 1,591,872 1,125,716 280,087,823 205,340,650

農 業 基 盤 整 備 869,538 456,275 655,383 354,031 60,906,014 32,674,504

森 林 346,573 137,067 719,849 301,239 32,414,493 13,553,492

下 水 道 0 0 0 0 1,161,810 452,364

都 市 公 園 456,600 228,300 253,400 126,700 7,754,170 3,659,265

廃 棄 物 2,284,302 519,619 1,569,973 326,533 32,354,122 11,401,459

電 気 導 入 0 0 0 0 304,401 95,669

水 道 施 設 0 0 0 0 29,521,013 14,585,434

合 計 10,287,743 5,302,570 8,113,512 4,179,946 870,744,458 544,689,610

※森林は、造林と林道の計

平成30年度実績額

（五　島　列　島）

令和元年度実績額 累計（S28～R元）

　　　　（単位：千円）
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(５) 空路・航路

五島と本土を結ぶ交通機関としては、空路では、令和３年４月１日現在、福江～長

崎間にＤＨＣ８－２０１機（３往復）、福江～福岡間にＤＨＣ８－４００機(３往復）が就航

している。

航路では、福江～長崎間(３便)・有川～佐世保間(４便)・友住～佐世保間(1便)・

福江～青方～博多間(１便)にフェリーが就航。また、福江～奈良尾～長崎間(4便)に

ジェットフォイル、鯛ノ浦～長崎間(3便)・有川～長崎間(3便)・有川～佐世

保間(5便)に高速旅客船が就航している。

   また、上五島～下五島間の沿岸航路においては、ジェットフォイル(３便)、フェ

   リー(４.５便)、高速船（２便）が就航している。

     航路では、8業者２自治体が運航している。

陸上交通では、福江島に五島バスが、中通島・若松島に西肥バスが、奈留島では丸

浜産業が運航している。

　●福江空港利用状況の推移

(人)

(人)

(人)

(％)

(％)

※定期便のみ計上（チャーター便、小型機等は含まず）　※利用状況の集計は１月～１２月

H30

76,176

72,891

149,067

63.3

93.3

57.1

94.7

66,317

区 分

降　客

乗　客

H26

70,760

95.9

42.3

計

利用率

就航率 94.9

53.7 67.453.5

R2H25

45,50968,874

H29

71,906

96.398.9

43,874

52.7

97.0

56.2

139,314

H27

67,699

63,640

131,339 89,383

64,704

137,077

H28

67,408

96.1

133,578

R1

66,030 84,202

61,642 80,777

127,672 164,979
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●主な航路・空路・陸上交通

事業主体 区　分 航　　　　路 船　　名
トン数
(t)

旅客定員
(人)

所要時間
(時.分)

便数
(便)

福江～長崎 257 1.25

福江～奈良尾～長崎 257 1.50

シープリンセス 123.00 140 1.43

シーエンジェル 122.00 140 1.43

有川～佐世保
びっぐあーす２号
（公設民営）

295.00 300 1.25 2

宇久平～小値賀～佐世保 シークイーン 115.00 140 1.55 2

有川～佐世保 1,150.00 432 2.30 2

小値賀～宇久平～佐世保 1,387.00 432 3.10 2

野 母 商 船 フェリー
福江～(奈留)～青方
～小値賀～宇久平～博多

フェリー太古 1,598.00 350
上り7.40
下り8.30

1

若松～奈留～福江 1.45 2

福江～奈留 0.45 1

若松～郷ノ首～土井浦～奈留～福江 1.45 1

土井浦～奈留～福江 1.00 0.5

福江～土井浦 0.40 0.5

福江～奈留 0.30 1
びっぐあーす

（公設民営）
293.00 300 1.40

Vアイランド 58.00 79 1.40

崎 戸 商 船 フェリー 友住～平島～江島～崎戸～佐世保 フェリーみしま 194.00 145 3.13 1

福江～田ノ浦 1.04 2

奥浦～田ノ浦 0.19 2

旅客船 福江～田ノ浦 シーガル 19.00 65 0.20 3

旅客船 福江～伊福貴～本釜 ソレイユ 19.00 64 0.35 3

黄 島 海 運 旅客船 福江～赤島～黄島 おうしま 42.00 50 0.35 2

嵯 峨 島 旅 客 船 旅客船 貝津～嵯峨島 さがのしま丸 19.00 48 0.13 4

五 島 市 奈 留 旅客船 奈留島～笠松～前島 喜代丸 10.00 12 0.15 3

Ｏ Ｒ Ｃ 福江～長崎（ANAと共同運航） ＤＨＣ８－２０１ 17.00 39 0.30 3

Ｏ Ｒ Ｃ 福江～福岡（ANAと共同運航） ＤＨＣ８－４００ 29.00 74 0.40 2

Ａ Ｎ Ａ 福江～福岡 ＤＨＣ８－４００ 29.00 74 0.40 1

五 島 自 動 車 福江島 － － － － －

西 肥 自 動 車 中通島 － － － － －

丸 浜 産 業 奈留島 － － － － －

＜管内市町の交通体系見直しの状況＞

○新上五島町：H22.2.19～高速船びっくあーすは、県内自治体初の公設民営船。新上五島町が所有し指定管理者として

五島産業汽船が運航する。燃料費や人件費などの運行経費は運行会社負担。

○九州商船の佐世保-上五島航路新船「フェリーいのり」が、R1.5.12に新たに就航した。

○五島市営交通船（富江-黒島航路）が、R3.9.30に廃止になった。

　

五 島 産 業 汽 船

ぺがさす
ぺがさす２

163.00ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ

鯛ノ浦～長崎 3

五 島 旅 客 船

九 州 商 船

3.10

3.45

4.20

福江～長崎

3

482

4

有川～長崎

高速船

福江～奈良尾～長崎
1,553.00

1,599.00 482

フェリー万葉 1.5

1

バス

65フェリーひさか

高速船

431.00

102.00

155.00フェリー

130

フェリー

フェリーなみじ
フェリーいのり

フェリー フェリーオーシャン

航空機

フェリー椿

○九州商船の長崎-有川航路新船「高速船シーエンジェル」が、H30.7.31に新たに就航した。

高速船

○九州商船の長崎-有川航路新船「高速船シープリンセス」が、H28.10.28に新たに就航した。

○H22年3月に岩崎グループ（鹿児島市）が佐世保ー上五島間にJFを就航させる計画を発表。当初は、１年以内の就航を目指して
 いたが、Ｈ25.4.1現在、就航の目処は立っていない。

○有川～佐世保航路に美咲海送が就航していたが、H27.2.16、老朽化により高速船を運休。さらにH25.5.31から経営悪化を理由
　にフェリーの無期限運休を決定した。

木 口 汽 船

福江～奈留～奈良尾～長崎

ニューたいよう

0.5

168
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五 島 振 興 局 機 構 の 沿 革

明  2． 6．23   五島盛徳、版籍を奉還して福江藩知事となる。

明  4． 7．14   廃藩置県により、福江県を置く。

明  4．11．14   福江県を廃し、長崎県管轄となる。

明 11．12       郡区編成法により、南松浦郡役所となる。

大 15． 7． 1   地方制度における郡制の廃止に伴い、郡役所を廃し、南松浦支庁となる。

係は、庶務係，勧業係，学事係。

昭 15．10． 1   課制度をとり、庶務課，経済課，学務課となる。

昭 18． 土木管区事務所を吸収して、土木課を新設し、長崎県林産物検査福江支所と水産製品検査                     

福江支所を経済課に統合。

昭 22． 4． 1   地方制度の大改正と農地制度の改革により、税務課、農地開拓課を新設（総務課，税務課，

経済課，農地開拓課，土木課，学務課）

昭 23．11． 1   教育行政の改革により、学務課を廃止。

長崎県教育委員会南松浦出張所として分離

総務課を総務民政課に改める。

昭 24． 4． 7  水産資源の開発と漁業経営の合理的指導を図るため、水産課を新設｡

昭 25． 5．13   海区の設定により、五島海区漁業調整委員会事務局を設置。

昭 26．10． 1   社会福祉事業法の施行により、民政関係が、南松浦福祉事務所として分離。

総務民生課を総務課に改める。

昭 31． 4． 1   昭和 30 年 11 月 10 日県機構改革に伴い、次のとおり、5 課 13 係に改められた。

総 務 課  庶務会計係、町村係

税 務 課  徴収係、直税係、間税係

水産商工課  漁政商工係、水産係

農地農林課  農務係、農地開拓係、林務係、耕地係

土 木 課  事務係、工務係

昭 30．11．10   有川土木職員駐在所設置。

昭 32．10．25   長崎県農業試験場規則の一部改正により、五島農場が分離。

昭 34．10． 9  水産業改良普及員上五島地区駐在所設置。

昭 35． 4． 1 長崎県支庁設置条例等の一部を改正する条例の施行により、南松浦支庁を五島支庁に改める。

昭 35． 9．21 農地農林課耕地係と五島耕地建設事業所を統合、五島支庁耕地事務所となる。

昭 36． 4． 1   有川土木職員駐在所が有川土木駐在所となり、福江崎山港修築工事監督員詰所が、福江崎

山港修築工事現場事務所となる。

昭 36． 7． 1 水産業改良普及員下五島地区，中五島地区駐在所を設置。

昭 36． 8． 1 代行干拓市小木工区工事のため、五島干拓久賀工事現場事務所を設置。

昭 37． 7．20 農地農林課より林務係が分離し、林務課を新設。

農地農林課を農務課に改める。

昭 37． 7．31   水産業改良普及員下五島地区駐在所が、富江，玉之浦地区及び三井楽地区駐在所に分離。

昭 37． 9．26 福江市大火により庁舎並びに附属建物を全焼、仮庁舎を長崎県立五島高等学校体育館に設

ける。

昭 38． 4． 1   五島支庁耕地事務所が耕地課に改められる。

福江空港開設に伴い、福江空港管理事務所を新設。

水産業改良普及員富江，玉之浦地区駐在所が、玉之浦地区駐在所となる。

水産製品検査員若松駐在所が水産製品検査員奈留駐在所若松出張所に改められる。

昭 38． 4． 3 五島支庁庁舎建設地を福江町字開田 504 に定め、起工。

昭 38． 7．31   水産業改良普及員上五島地区駐在所が、上五島地区と新魚目地区に、中五島地区駐在所が、

若松地区と奈留地区に夫々分離。

昭 39． 1．10   五島支庁庁舎本館、完成。

昭 39． 1．22   仮庁舎より新庁舎に移転。

昭 39． 2．28   五島支庁庁舎附帯工事を含め全工事完成。

昭 39． 3．31   五島支庁庁舎落成式挙行。

昭 39． 4． 1 水産業改良普及員福江地区，奈良尾地区駐在所設置。
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昭 40． 4． 1   福江港修築工事現場事務所，福江港管理職員駐在所となり、有川土木駐在所が、有川土木

職員駐在所と改称。

昭 41． 3．31  五島干拓久賀工事現場事務所が、工事完了に伴い事務所閉鎖。

昭 41． 4． 1    41.4.12 長崎県告示第 309 号により、下五島及び上五島林業改良指導区に、夫々地区主任

が配置された。

昭 41． 9． 1 土木職員（道路工手）の駐在新設により、富江，玉之浦，三井楽，岐宿，上五島，奈良尾に

夫々駐在発令。

昭 42． 5．30   長崎県規則第 53 号，林業事務所設置規則等の一部を改正する規則により、昭 42.5.19 から、

「林業改良指導区」を「林業普及指導区」に改め「五島支庁林務課地区主任」を「五島支庁地

区主任」に改める。

昭 42． 9．16  7 月 9 日の集中豪雨災害復旧に対処するため、長崎県規則第 69 号により、

五島支庁耕地災害復旧指導事務所を新設。

  第一係 （上五島町）、第二係 （有川町駐在）

有川土木職員駐在所を、有川土木支所に昇格。

昭 43． 4． 1   長崎県規則第 28 号により、福江港管理職員駐在所主任を駐在長に改称。

昭 44． 4． 1 長崎県規則第 17 号により、土木課を建設課に改める。

昭 46． 4． 1 長崎県規則第 23 号により

林務課上五島分室を新設。

福江ダム建設事務所（調査係，工事係）を新設。

昭 47． 4． 1   長崎県規則第 19 号により、

「繁敷ダム建設事務所」を新設し、「事業係」を置く。

昭 48． 4． 1   長崎県規則第 18 号により、

「次長」（土木担当）を新設する。水産業改良普及員駐在所を廃止し、「福江水産業改良普及

所」及び「上五島水産業改良普及所」を新設。

昭 48． 4． 1  「河港課」を新設し、建設課の「河川防災係」及び「港湾漁港係」を包含する。

有川土木支所に、「庶務管理係」を新設。

福江ダム建設事務所の「調査係」を廃止。

昭 48．10．15  長崎県規則第 60 号により、福江空港管理事務所に「次長」を置く。

昭 49． 4． 1 長崎県組織規則の改正により、有川土木支所を有川土木事務所に昇格。係は、庶務管理係、

工事第一係、工事第二係。

昭 50． 4． 1  長崎県組織規則の改正により、部制を施き次のとおり改められた。

            管 理 部－総務課－総務係、振興係、商工係、車両係

                     会計課－経理係、出納係

                     税務課－納税係、直税係、間税係

            農林水産部－農務課－農政係、農地係、畜産係

                     耕地課－管理係、土地改良係、防災係

                     繁敷ダム建設室－業務係

                     林務課－林業係、事業係、上五島分室

                     水産課－漁政係、水産振興係

                           福江水産業改良普及所、上五島水産業改良普及所

            建 設 部－用地管理課－管理係、用地係、建築係

                     道路課－建設係、維持補修係

                     河港課－河川防災係、港湾係、漁港係

                     福江ダム建設室－工事係

                     福江空港管理事務所、福江港管理職員駐在所

         有川土木事務所－総務課－総務管理係、用地係、建築係

                     建設課－道路河川係、港湾漁港係

               （支庁長を含め２２０名）



- 22 -

昭 51． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、農林水産部林務課上五島分室を、農林水産部林務課上五島

町駐在と改められた。（駐在員は、地区主任外技師 2 名計 3 名）福江ダム完成に伴い、福江ダ

ム建設室を、福江ダム管理事務所と改められた。

昭 53． 4． 1  長崎県組織規則の改正により、農林水産部の「繁敷ダム建設室」を「富江畑総事業所」に名称。

建設部の港湾監視船「はるしお」を廃止した。

昭 54． 4． 1  有川土木事務所建設課を建設第一課 建設第二課に分割した。

昭 55． 4．1 長崎県組織規則の改正により、建設部用地管理課を管理課と用地課に、有川土木事務所総務

課を総務課と用地課にそれぞれ分割した。

昭 56． 4． 1  若松大橋建設のため、若松大橋建設事務所を新設した。

昭 58． 4． 1  長崎県組織規則の改正により、「富江畑総事業所」を廃止した。

昭 62． 4． 1 長崎県組織規則の改正により、総務課と会計課を統合し、 総務課とした。

昭 63． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、耕地課に畑総係を新設。

河港課の空港係を廃止。

平 元． 4． 1 長崎県組織規則の改正により、林務課の「事業係」を「治山係」及び「林道係」に分割。

平  2． 4． 1  長崎県組織規則の改正により、耕地課の「防災係」を「農地整備係」に改称。

有川土木事務所建設第一課の「道路係」を「道路建設係」と「道路維持係」に再編。

平  3． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、

管理部の「総務課」を「総務企画課」に改め、「振興係」と「商工観光係」を統合して「企画振興班」

に再編。

平  4． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、

管理部税務課の「直税係」と「関税係」を廃止し、「課税第一係」 と「課税第二係」を新設。

有川土木事務所の「建設第一課」を「道路課」に改組し、内部組織 として「建設係」と「維持補

修係」を設置。又、「建設第二課」を 「河港課」に改組し、内部組織として「河川防災係」「港湾

係」「漁港係」を設置。

有川土木事務所「若松大橋建設事務所」を廃止。

平  5． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、

林務課の「林業係」を「林業振興班」に、「治山係」と「林道係」を統合して「森林土木班」にそれ

ぞれ改組。

平  6． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、

総務企画課の「車両係」を「車両班」に改組。

税務課の「納税係」を「納税班」に、「課税第一係」を「課税第一班」に、「課税第二係」を「課税

第二班」に改組。

農政課の「農政係」と「農地係」を統合して「農政班」に、「畜産係」を「畜産班」にそれぞれ改組。

耕地課の「管理係」を「管理班」に、「土地改良係」と「畑総係」及び「農地整備班」を「土地改良

班」と「農村整備班」にそれぞれ改組。

水産課の「漁政係」を「漁政班」に、「水産振興係」を「水産振興班」にそれぞれ改組。

管理課の「管理係」を「管理班」に、「建築係」を「建築班」にそれぞれ改組。

用地課の「用地係」を「用地班」に改組。

道路課の「建設係」を「建設改良班」に、「維持補修係」を「維持舗装班」にそれぞれ改組。

河港課の「河川防災係」を「河川防災班」に、「港湾課」を「港湾班」に、「漁港係」を「漁港班」に

それぞれ改組。

有川土木事務所総務課の「管理係」を「管理班」に、「建築係」を 「建築班」にそれぞれ改組。

有川土木事務所用地課の「用地係」を「用地班」に改組。

有川土木事務所道路課の「建設係」を「建設改良班」に、「維持補修係」を「維持舗装班」にそ

れぞれ改組。

有川土木事務所河港課の「河川防災係」を「河川防災班」に、「港湾係」を「港湾班」に、「漁港

係」を「漁港班」にそれぞれ改組。

平  7． 4． 1   長崎県組織規則の改正により、

耕地課の「用地担当」と「管理班」を統合し、「用地管理班」に、林務課の「森林土木班」を「治

山班」と「林道班」にそれぞれ改組。

平 10． 4． 1  長崎県組織規則の改正により

「水産業改良普及所」を「水産業普及指導センター」に改称。
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平 11． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

「総務企画課」を「総務課」と「地域振興課」に改組。「地域振興課」に「市町村振興班」と「商工

観光班」を設置。

平 12． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

税務課の「課税第一班」と「課税第二班」を「課税班」として統合。

平 13． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

「耕地課」を「農村整備課」に改組。

平 17． 4． 1 長崎県支庁設置条例の一部を改正する条例の施行により「五島支庁」を「五島地方局」に改称。

長崎県組織規則の改正により

総務課の「経理係」と「出納係」を統合して「経理係」に改組。

地域振興課を廃止。

農務課を廃止。

林務課の「林業振興班」を「林業班」に改組。

水産課の「漁政班」と「水産振興班」を統合して班制を廃止。

五島農業改良普及センターを五島地方局へ編入。

「有川土木事務所」を「上五島土木事務所」に改称。

上五島土木事務所総務課の「総務係」と「経理係」を統合して「総務経理係」に改組。

上五島土木事務所河港課の「港湾班」と「漁港班」を統合して「港湾漁港班」に改組。

平 18． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

河港課の「港湾班」と「漁港班」を統合して「港湾漁港班」に改組。

平 19． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

           総務課に「下五島地区物品センター」を、上五島土木事務所総務課に「上五島地区物品セン

ター」を新設。

上五島土木事務所道路課の「建設改良班」と「維持舗装班」を統合して「道路班」に改組。

平 20． 4． 1   長崎県組織規則の改正により

           道路課の「建設改良班」と「維持舗装班」を統合して「道路班」に改組。

平 21． 4． 1 長崎県振興局設置条例の施行により「五島地方局」を「五島振興局」に改称。

長崎県組織規則の改正により

総務課の「経理係」を「経理班」に改称。

五島保健所を五島振興局へ編入し、保健部を設置。

五島農業改良普及センターを「農業振興課」と「技術普及課」へ改組し、農業振興課へ

「農政推進班」と「経営支援班」を、技術普及課へ「農畜産班」と「園芸班」をそれぞれ設置。

中央家畜保健衛生所五島支所を五島家畜保健衛生所に改称し、五島振興局へ編入し、農林

水産部家畜衛生課を設置。

上五島土木事務所を上五島支所へ改組し、「総務課」と「建設部」を設置。

総務課の「総務経理係」を廃止。総務課の「管理班」と「建築班」を用地課と統合し、

管理・用地課へ改組。

建設部に、内部組織として「管理・用地課」、「道路課」及び「河港課」を設置。

上五島保健所を上五島支所へ編入し、保健部を設置。

平 23． 4． 1 長崎県組織規則の改正により

           西海国立公園五島管理事務所を廃止。

「農業振興課・技術普及課」を「農業企画課・地域普及課」へ改組し、農業企画課へ「農政企画

班」を、地域普及課へ「地域振興班」と「経営技術班」をそれぞれ設置。

平 24． 4． 1 管理部に、地域づくり支援担当を配置。

平 25． 4． １    長崎県組織規則の改正により、

            総務課の「車両班」を総務課の「総務係」と統合し廃止。

            「管理課」と「用地課」を統合し、「管理・用地課」を新設。

            河港課の「河川防災班」と「港湾漁港班」を統合し、「河港班」へ改組。

            上五島支所の管理・用地課の「管理班」と「用地班」を統合し、「管理・用地班」へ改組、

            ｢道路課｣と「河港課」を統合し、「建設課」へ改組。
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平 26． 4． １   長崎県組織規則の改正により、

            管理部内の「地域づくり支援担当」を「地域づくり推進課」へ改組、

            保健部の「企画調整課」と「地域保健課」を統合し、「企画保健課」を新設。

            上五島支所保健部の「企画調整課」と「地域保健課」を統合し、「企画保健課」を新設。

平 28． 4． １   長崎県組織規則の改正により、

            農林水産部の「農業企画課」と「地域普及課」を統合し、「農業振興普及課」を新設。
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（人数は併任、兼務、会計年度任用職員を含まない）

28

18

62

35

46

(9)

(2)

(5)

(5)

企 画 保 健 課

建 設 課

管 理 ・ 用 地 課

検 査 指 導 幹

衛 生 環 境 課

(10)

(5)

(1)

(9)

(13)

(4)

(10)

(14)

(15)

(10)

(7)

(1)

(10)

(10)

(10)

(7)

(18)

(16)

(24)

( )

(28)

(18)

(61)

(35)

保 健 部

五島振興局機構及び職員配置表　(R3.8.1現在）

課 員 (3)地 域 づ く り 推 進 課

五 島 市 派 遣

(5)

(1)

(1)

(4)

新 上 五 島 町 駐 在

(5)

(3)

(4)

(5)

(9)

(6)衛 生 環 境 課

農 業 振 興 普 及 課 (15)

新 上 五 島 町 駐 在 (2)

家 畜 衛 生 課 衛 生 班

(8)

林 業 班
190

農 林 水 産 部

(2)

(3)

道 路 班 (6)道 路 課

(4)

林 務 課
五島振興局

建 築 班 (1)

五島水産業普及指導センター
水 産 課

林 道 班

治 山 班 (4)

(3)

建 設 部

検 査 指 導 幹

管 理 ・ 用 地 課
管 理 班

用 地 班

(2)

(1)

河 港 課

福江ダム管理事務所

(3)

河 港 班

福江空港管理事務所

総 務 課(46)

(4)

(9)

河 港 班

新 上 五 島 町 派 遣

総 務 課

農 村 整 備 課

用 地 管 理 班

土 地 改 良 班

経 理 班

税 務 課
納 税 班

課 税 班

管 理 部

保 健 部

企 画 保 健 課

総 務 係

(3)

(5)

上五島水産業普及指導センター (4)

五島海区漁業調整委員会事務局

(5)

(2)

新 上 五 島 町 駐 在

農 村 整 備 班 (4)

上 五 島 支 所

建 設 部
(6)

(2)

(6)

(6)

管 理 ・ 用 地 班

建 築 班

道 路 班

(4)
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名 称 郵 便 番 号 所 在 地
電話番号
(市外局番0959)

県　関　係　機　関

五 島 振 興 局 853-8502 五島市福江町7-1 72-2121

五 島 振 興 局 保 健 部
（ 五 島 保 健 所 ）

853-0007 五島市福江町7-2 72-3125

五 島 振 興 局 農 林 水 産 部
農 業 振 興 普 及 課 新 上 五 島 町 駐 在

857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷1554-3 52-8175

五 島 振 興 局 農 林 水 産 部 家 畜 衛 生 課
（ 五 島 家 畜 保 健 衛 生 所 ）

853-0031 五島市吉久木町725-3 72-3379

五 島 振 興 局 農 林 水 産 部
林 務 課 新 上 五 島 町 駐 在

857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷1554-3 52-4650

上 五 島 水 産 業 普 及 指 導 セ ン タ ー 857-4495 南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 52-3747

福 江 ダ ム 管 理 事 務 所 853-0042 五島市吉田町1816 72-4035

福 江 空 港 管 理 事 務 所 853-0013 五島市上大津町2158 72-2400

五 島 振 興 局 上 五 島 支 所 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 42-1141

五 島 振 興 局 上 五 島 支 所 保 健 部
（ 上 五 島 保 健 所 ）

857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 42-1121

上 五 島 福 祉 事 務 所 857-4511 南松浦郡新上五島町浦桑郷348-1 54-2131

五 島 警 察 署 853-0015 五島市東浜町3-9-1 72-8110

新 上 五 島 警 察 署 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷733-2 42-0110

五 島 高 等 学 校 853-0018 五島市池田町1-1 72-3505

五 島 海 陽 高 等 学 校 853-0065 五島市坂の上1-6-1 72-1917

五 島 南 高 等 学 校 853-0702 五島市岐宿町川原3487 82-0038

奈 留 高 等 学 校 853-2201 五島市奈留町浦1246-2 64-2210

上 五 島 高 等 学 校 857-4511 南松浦郡新上五島町浦桑郷306 54-1155

中 五 島 高 等 学 校 853-2303 南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷162-1 44-0265

公共機関等一覧
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国　関　係　機　関

航 空 自 衛 隊 第 １ ５ 警 戒 隊 853-0607 五島市三井楽町嶽770-1 84-2074

長 崎 地 方 検 察 庁 五 島 支 部 853-0016 五島市紺屋町1-1 72-2259

長 崎 地 方 法 務 局 五 島 支 局 853-0016 五島市紺屋町1-1 72-2261

長 崎 刑 務 所 五 島 拘 置 支 所 853-0001 五島市栄町1-8 72-8021

福 江 税 務 署 853-0064 五島市三尾野2-4-12 72-2146

長 崎 税 関 五 島 監 視 署 853-0015 五島市東浜町2-1-1 75-0430

五 島 公 共 職 業 安 定 所 853-0007 五島市福江町7-3 72-3105

長 崎 労 働 基 準 監 督 署 五 島 駐 在 事 務 所 853-0015 五島市東浜町2-1-1 72-2951

長 崎 森 林 管 理 署 福 江 森 林 事 務 所 853-0017 五島市武家屋敷1-3-8 72-2714

大阪航空局福江空港・航空路監視レーダー事務所 853-0013 五島市上大津町2192 72-2952

福 江 特 別 地 域 気 象 観 測 所 853-0033 五島市木場町991 095-811-4861

五 島 海 上 保 安 署 853-0015 五島市東浜町2-1-1 72-3999

環境省九州地方環境事務所五島自然保護官事務所 853-0015 五島市東浜町2-1-1 72-4827

長 崎 地 方 裁 判 所 五 島 支 部 853-0001 五島市栄町1-7 72-3315

新 上 五 島 区 検 察 庁 857-4211 新上五島町有川郷2314-9 42-0069

新 上 五 島 簡 易 裁 判 所 857-4211 新上五島町有川郷2276-5 42-0044

市　町　関　係

五 島 市 ( 本 庁 ) 853-8501 五島市福江町1-1 72-6111

〃 富 江 支 所 853-0201 五島市富江町富江165 86-1111

〃 玉 之 浦 支 所 853-0411 五島市玉之浦町玉之浦763 87-2211

〃 三 井 楽 支 所 853-0601 五島市三井楽町濱ノ畔1473-1 84-3111

〃 岐 宿 支 所 853-0701 五島市岐宿町岐宿2535 82-1111

〃 奈 留 支 所 853-2201 五島市奈留町浦1818-1 64-3111

新 上 五 島 町 ( 本 庁 ) 857-4495 南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 53-1111

〃 若 松 支 所 853-2392 南松浦郡新上五島町若松郷277-7 46-3111

〃 新 魚 目 支 所 857-4512 南松浦郡新上五島町榎津郷491 54-1111

〃 有 川 支 所 857-4292 南松浦郡新上五島町有川郷720-1 42-1111

〃 奈 良 尾 支 所 853-3192 南松浦郡新上五島町奈良尾郷379 44-1111


